
３.相手先情報の登録

＜概要＞
◆発⽣記録等の記録請求を⾏う相⼿先の情報を予め登録しておく操作です。
※相⼿先の情報は最⼤50件まで登録することが可能です。

◆相⼿先として予め登録しておくと、その情報を使⽤して記録請求のデータを作
成することができます。

◆相⼿先情報の登録は、承認者・担当者ユーザーが単独で⾏うことが可能です
（承認者ユーザーによる承認の操作は必要ありません。）。

承 認 者 ・ 担 当 者 ユ ー ザ ー
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①承認者・担当者ユーザーがでんさいライトにロ
グイン後、トップ画⾯の「相⼿先を登録する」
のボタンをクリックします。
※左記の画⾯は、担当者ユーザー⽤のトップ画
⾯を表⽰しています。
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②「登録」のボタンをクリックします。

③ 登録する相⼿先（債権者）の取引⾦融機関名を
⼊⼒し、「検索」のボタンをクリックします。

・すでに登録済の相⼿先の情報がある場合、この画
⾯に⼀覧で表⽰されます。

Ｐｏｉｎｔ

・⾦融機関名の⼀部のみでも検索を⾏うことが可能
です（前⽅⼀致検索）。

Ｐｏｉｎｔ

④ 「検索結果」に③で⼊⼒した条件に当てはまる
⾦融機関が表⽰されますので、相⼿先の取引⾦
融機関を選択し「次へ」のボタンをクリックし
ます。
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⑤ 相⼿先の決済⼝座の⽀店名を⼊⼒し、「検索」
のボタンをクリックします。

・⽀店名の⼀部のみでも検索を⾏うことが可能です
（前⽅⼀致検索）。

Ｐｏｉｎｔ

⑥ 「検索結果」に⑤で⼊⼒した条件に当てはまる
⽀店が表⽰されますので、相⼿先の決済⼝座の
⽀店を選択し「次へ」のボタンをクリックしま
す。
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⑦ 相⼿先の決済⼝座の科⽬を選択・⼝座番号を⼊
⼒し、「利⽤者番号設定」のボタンをクリック
します。

・「相⼿先名」は任意の内容に変更することが可能
です。

・⼊⼒した決済⼝座の科⽬・⼝座番号が誤っている
場合やでんさいネットに登録されていない場合
（相⼿先がでんさいネットの利⽤者でない場合）
は、エラーメッセージが表⽰されます。

Ｐｏｉｎｔ

⑧ 「利⽤者番号」と「相⼿先名」にでんさいネッ
トに登録されている相⼿先の情報が表⽰されま
すので、誤りがないことを確認し「確認へ」の
ボタンをクリックします。

5



⑨ 相⼿先の設定内容の確認画⾯が表⽰されますの
で、内容に誤りがないか確認し、問題がなけれ
ば「確定」のボタンをクリックします。
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⑩確認のダイアログが表⽰されますので、問題が
なければ「OK」のボタンをクリックします。

・ここまでの操作で相⼿先情報の登録は完了となり
ます。
※承認者ユーザーによる承認の操作は必要ありま
せん。

・登録した相⼿先情報は、発⽣記録請求（債務者請
求⽅式・債権者請求⽅式）・譲渡（分割）記録請
求のデータを作成する際に使⽤することが可能で
す（Appendix②を参照。）。

Ｐｏｉｎｔ
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・登録した相⼿先の情報は、「相⼿先⼀覧」の画⾯
（トップ画⾯の「相⼿先を登録する」のボタンを
クリックして表⽰）で確認することができます。

・「相⼿先情報」の「＋」のボタンをクリックする
と詳細な情報が表⽰されます。

・相⼿先情報の削除はこの画⾯から⾏います。また、
⾃社で管理しやすいように「相⼿先名」を任意の
内容に変更することも可能です。

Appendix①：登録した相手先情報の確認・変更・削除

・例えば、法⼈名が「電債商事株式会社」の相⼿先
について、相⼿先名を「電債商事（東京営業
所）」等に変更することができます。
※「相⼿先名」は⾃社がでんさいライト上で相⼿
先を管理するための情報であり、その内容が
「でんさい」に記録されたり、相⼿先に通知
されることはありません。

・相⼿先の利⽤者番号や決済⼝座情報が変更された
場合でも⾃動反映されませんのでご注意ください。

Ｐｏｉｎｔ
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・各記録請求の「相⼿先の選択」の画⾯で「登録済
の相⼿先」を選択すると、「相⼿先⼀覧」の画⾯
が表⽰されます。

・「相⼿先情報」の「＋」のボタンをクリックする
と詳細な情報が表⽰されます。

・使⽤する相⼿先情報を選択し、「次へ」のボタン
をクリックすると、各記録請求の請求内容を⼊⼒
する画⾯に遷移します。
⇒以降の操作⽅法は、各記録請求のマニュアル
（第２章１.(1)、(2)、(5)）を参照。

・登録済の相⼿先情報を使⽤する場合でも、相⼿先
の利⽤者番号・決済⼝座情報が合っているか確認
する必要があります。

Appendix②：記録請求のデータを作成する際に登録済の相手先情報を使用する場合の操作方法
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